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人事院契約監視委員会 第３４回会議 議事概要 

 

○ 開催日時 

   令和７年１２月４日（木）１４：００～１６：００ 

 

○ 開催方法 

   対面開催 

 

○ 人事院契約監視委員会（敬称略） 

   委員長  工藤裕子（中央大学法学部教授） 

   委 員  西出順郎（明治大学ガバナンス研究科専任教授） 

        野澤正充（立教大学法学部教授・松田綜合法律事務所弁護士） 

 

○ 議事概要 

 １ 令和７年度上半期に人事院が締結した契約の審査 

  (1) 令和７年度上半期の契約案件に係る概況の報告 

    事務局から、令和７年度上半期の契約案件に関し、一般競争契約（５８

件）、競争性のある随意契約（企画競争・公募）（２９件）及び競争性の

ない随意契約（１１件）についての内訳及び入札その他の契約手続の概況

等が報告され、特に意見や質問はなく、報告は了承された。 

 

  (2) 個別契約案件の審査 

    契約案件の中から以下の①から③までの３件を対象として取り上げるこ

とが決定され、各案件について、契約の内容、手続等に関する事務局及び

各調達原課の説明を聴取し、次のような質疑を経て、委員会の結論として

特に問題ないとして了承された。 

 

①〔企画競争（１者応札、随意契約）〕 

    契 約 件 名：国家公務員の女性特有の健康課題に関する相談業務 

    契約相手方：株式会社Kids Public 

    契 約 金 額：７，９１９，５６０円 

    契 約 日：令和７年４月１日 

    担 当 部 局：職員福祉局職員福祉課健康安全対策推進室 

委員の意見・質問 回答・説明 

・もう少し参加事業者がありそ

うだが、なぜ２者のみだった

のか。 

 

・相談に対応する医師等は通常

・入札公告期間は十分設け、契

約事業者以外にも声かけはし

たが結果的に２者のみだっ

た。 

・相談を受ける側の顔出しを必



2 

 

業務に加えての業務となるこ

とが想定されるところ、ここ

がネックとなったのか。 

・顔出しが必須（アバター等は

不可）という条件はなぜ付し

たのか。 

 

 

 

 

 

 

・顔出しでの相談の方がより効

果的と考える。 

・仕様書は人事院職員が作成し

たのか。外部から助言は得て

いるのか。 

 

・情報収集（参考見積依頼）の時

点で特定の事業者に偏る可能

性もあり、そのため企画内容

がある程度固まってしまうこ

とで１者応札の可能性が高ま

ると思うがいかがか。 

・予算要求の段階で複数者の見

積を取り、価格が妥当なのか

の判断が必要だったのではな

いか。最初からこの事業者あ

りきで進めていたように感じ

てしまう。 

・これまで各省庁において女性

向け健康相談は行っていたの

か。 

・アバター等は不可としたこと

について、相談者側の顔出し

は相談者の自由であるため、

事業者の技術的仕様の話では

ないか。地方自治体でも同様

の事業を行っているが、相談

者が顔出ししたくないという

須としたことが、事業者が応

募しづらくなった要因と認識

している。 

・当室で実施している「こころ

の健康相談室」において、オ

ンラインの際には相談者に係

る情報量が少なくなることか

ら音声のみでの相談を認めて

いない。本件についても同様

に、より相談者の情報量を得

やすくするために顔出し必須

とした。 

 

 

・見積依頼やサービスの内容確

認を複数の事業者に依頼し、

その上で仕様書を人事院職員

が作成した。 

・入札公告前に複数の事業者に

声掛け（参考見積依頼）して

おり、そのようなことはない

と考えている。 

 

 

・特定の事業者を想定している

わけではない。実際に入札説

明会の段階では複数者の参加

があった。 

 

 

・一部省庁は女性の健康を含む

健康相談ができる窓口が設置

されている。 
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（結論）委員会としての意見は、特に問題なしとする。 

 

②〔一般競争（総合評価方式）、低入札価格調査〕 

    契 約 件 名：国家公務員採用におけるブランディング強化施策に関

する委託業務 

    契約相手方：パーソルキャリア株式会社 

    契 約 金 額：２，４０６，８００円 

    契 約 日：令和７年９月１１日 

    担 当 部 局：人材局企画課 

声はよく聞く話である。 

・同様の事業を行っている事業

者の市場規模はどれくらいな

のか。 

・最初からこの事業者と決める

のではなく、広く事業者に当

たることが重要ではないか。 

 

・対応できる潜在的な事業者は

一定程度いることは承知して

いる。 

委員の意見・質問 回答・説明 

・大学でもブランディングは大

事になってきている。以前は

高額だったが、最近はＡＩの

活用によるコスト削減や企業

間の激しい競争もあり、価格

がかなり下がってきていると

感じる。 

・求めるクオリティに適合した

履行がなされたのか。サンプ

リング数によって価格が変動

すると思うが、定量調査、定性

調査も含めてこの価格で実施

できたのか。 

 

 

 

 

 

 

・他の事業者は定量調査を実施

する前提で高い価格で入札し

ている。他方、パーソルキャリ

 

 

 

 

 

 

 

・事業者によって実施方法が異

なると考えられたため、見積

依頼においては、ワークショ

ップなどを含めて最大限の範

囲で実施した場合を想定した

内容で積算してもらった。 

なお、パーソルキャリア(株)

より、本事業の内容では自社

が既に保有しているデータの

活用で十分であるとの説明を

受けており、新規の定量調査

は実施していない。 
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（結論）委員会としての意見は、特に問題なしとする。 

 

③〔一般競争（総合評価方式）、低入札価格調査〕 

    契 約 件 名：公務員の人事管理におけるＡＩ活用の実現可能性に関

する調査研究業務 

    契約相手方：株式会社三菱総合研究所 

    契 約 金 額：２０，９００，０００円 

    契 約 日：令和７年７月２４日 

    担 当 部 局：政策立案参事官グループ 

ア（株）は定量調査の実施を前

提としない低い価格で入札し

ている。定量調査が必要かど

うかを仕様書に明記しなかっ

た点は公正性に欠けるのでは

ないか。 

・仕様書によると、データ収集

が必要な場合、事業者側で一

からシステムを構築するの

か、既存のシステムを活用す

るのかを明確に記載していな

いため、事業者がその点をど

う判断するかで入札額に大き

く差がついたと考える。 

 

・もう少し明確に仕様書を作成

しないといけない。 

・他社がパーソルキャリア（株）

より高い価格であるのはより

最新の情報を持っているとい

うことかと思う。 

なお、技術点で結構差がつい

たが、なぜ差がついたか、それ

が実際の事業にどのように影

響したかのモニタリングが必

要と考える。 

 

 

 

 

 

 

・低入札価格調査でもその点は

確認が必要とされたところで

ある。 

・低入札価格調査では、作業人

数や工程などを確認した上

で、問題ないと判断した。 

・財務省より発出されている低

入札価格調査に係る通知の内

容にも留意している。 

委員の意見・質問 回答・説明 

・価格点・技術点ともに良いバ

ランスと感じるので、妥当な

結果だと思う。 
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（結論）委員会としての意見は、特に問題なしとする。 

 

  

・本事業は、例えばあるポスト

が欠員となった場合に、ＡＩ

が欠員補充を考えるというも

のか。また、職員個人の性格な

どもＡＩに学習させるのか。 

 

・今回は、自社システムをその

まま活用できたから価格が抑

えられたということか。 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果を見ると、技術点・ 

価格点ともにバランスが取れ

ている順位だと思う。先ほど

もあったが他社の技術点が高

いところは、その分人件費が

高くなるため価格点に影響し

ていると思う。 

・人事へのＡＩ活用は民間企業

では既に進んでいる分野であ

るため、ヒアリングも行うと

より良い事業になるのではな

いか。今後は、中途採用者など

過去の経歴に関する情報が少

ない職員にも対応できるよう

な仕様書を検討できるとなお

良い。 

・職員の過去の経歴などから、

各職員の持つ能力をＡＩが判

断し、適切な配置を考えると

いうものである。なお、職員の

性格などは学習させていな

い。 

・自社システムをそのまま活用

するのではなく、ヒアリング

等を行い、リバイスを行いな

がらＡＩモデルの構築を行っ

ていくものである。 

他社で技術点が高いところ

は、事業に多くの人員を割く

ため技術点は高いが、その分

価格（人件費）が高くなったと

いうことである。 
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２ 「令和７年度人事院調達改善計画の自己評価結果（上半期）」 

   事務局から第３２回契約監視委員会で了承された「令和７年度人事院調達

改善計画」の達成状況に関する自己評価結果（※１）について説明し、概要

記載の質疑を経て了承された。 

   （概要） 

委員からの意見・質問 

・改善の結果が出ていると思う。 

・オープンカウンターは人事院の規模では難しいところがあると思う。

障害者就労施設等からの調達についても、これ以上は難しいところは

あると思うが、今後も継続してほしい。 

 （※１） 後日、人事院ホームページに「令和７年度人事院調達改善計画 

      の自己評価結果」を掲載予定。 

 

 

３ 「令和８年度人事院調達改善計画（案）」に対する意見具申 

事務局から「令和８年度人事院調達改善計画(案)」（※２）について説明

し、概要記載の質疑を経て了承された。 

   （概要） 

委員からの意見・質問 

・１者応札のうち企画競争は価格が大きいものが多い印象があるため、

１者応札については引き続き改善を意識してほしい。 

・入札公告だけ掲載されても事業者は応札しない場合が多いと思われ

る。調達の実施状況の公表時において、例えば落札率や応札者数を公

表するなどして、多くの事業者の参入を促すのも 1 つの方法ではない

か。検討してみてほしい。 

・特に低入札価格調査について、仕様書が要求する内容や予定価格の適

切な設定が大事だと考える。仕様書が厳しすぎても、逆に緩すぎても

どちらも入札の参入障壁になり得るので、難しいとは思うが、情報収

集をして、適切な仕様書の作成と予定価格の設定に引き続き留意する

と良いのではないか。 

（※２） 後日、人事院ホームページに「令和８年度人事院調達改善計画」 

を掲載予定。 

 

以  上    


